
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

  

 

 

 

当社工場敷地内における土壌に関する対策工事について 

2013年 11月 22日

ソニーイーエムシーエス株式会社

当社が今年 8月 28日にご報告させていただいた工場敷地内の土壌および地下水の詳細調

査結果を踏まえて、下記の通り対策を実施致しましたのでお知らせいたします。

記

基準値を超えるふっ素が検出された区画（100 平方メートル× 4 地点）の地表から深度

約 2 メートル以内の土壌を掘削、搬出し、別の土壌に入れ替える工事を実施致しました。

尚、入れ替え後の土壌および当該工事実施後の地下水について検査致しましたが、全て法

令に定められた基準値に適合しております。

本件に関する問合せ先 ソニーイーエムシーエス株式会社 総合企画室

内山 （TEL.0564‐63‐0293）

谷岡 （TEL.0564‐63‐0545）

以上


